
安
全
安
心
課
1
66
◆

1
1
5
6

年
末
の
交
通
安
全
市
民
運
動

12
月
1
日
㈫
〜
10
日
㈭

年
末
は
、飲
酒
の
機
会
も
増
え
、

飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
の
増
加
も

心
配
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
1
年
を

通
じ
て
日
没
時
刻
が
最
も
早
い
こ

の
時
期
、
夕
暮
れ
時
か
ら
夜
間
に

か
け
て
高
齢
者
の
方
が
、
犠
牲
と

な
る
交
通
事
故
の
多
発
が
心
配
さ

れ
ま
す
。

〈
重
点
目
標
〉

○
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う

○
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守
ろ

う
○
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・

自
転
車
乗
車
中
の
交
通
事
故
を

な
く
そ
う

○
す
べ
て
の
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
正

し
く
着
用
し
よ
う

選
挙
管
理
委
員
会
1
66
◆

1
1
5
5

農
業
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
へ
の
登
載
申
請

資
格
の
あ
る
方
は
、
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
農
家
台
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
対
象
者
に
は
、
12
月
中
に

申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

対
象
者　
次
の
要
件
に
す
べ
て
該

当
す
る
方

・
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

・
平
成
2
年
4
月
1
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方

・
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
業
経
営

者
、
ま
た
は
そ
の
同
居
の
親

族
・
配
偶
者
で
、
1
年
に
60
日

以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

提
出
期
限　
平
成
22
年
1
月
10
日

㈰
提
出
先　
市
役
所
産
業
振
興
課
内

農
業
委
員
会
事
務
局

問
合
先　
農
業
委
員
会（
☎
66
◆

１
１
２
７
）ま
た
は
行
政
課
内

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

産
業
振
興
課
1
66
◆

1
1
1
9

愛
知
県
最
低
賃
金
の
改
正

「
愛
知
県
最
低
賃
金
」は
、
10
月

11
日
か
ら
時
間
額
732
円
に
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

日
給
制
、
月
給
制
労
働
者
の
場

合
は
、
時
間
当
た
り
の
金
額
に
換

算
し
て
最
低
賃
金
の
時
間
額
732
円

と
比
較
し
ま
す
。
ま
た
、
愛
知
県

の
産
業
別
最
低
賃
金（
7
業
種
）

に
つ
い
て
は
、
現
在
、
調
査
審
議

中
で
す
の
で
、
今
後
の
改
正
状
況

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
５
３
２
◆

54
◆

１
１
９
２

市
は
、
12
月
14
日
㈪
か
ら
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
地
方

税
の
手
続
き
が
で
き
る「
エ
ル

タ
ッ
ク
ス（eL
T
A
X
)

」
の
サ
ー

ビ
ス
を
開
始
し
ま
す
。

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
を
利
用
し
て
、

個
人
市
民
税（
給
与
支
払
報
告

書
・
特
別
徴
収
関
連
）、
法
人
市

民
税
、
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）

に
関
す
る
手
続
き
を
電
子
的
に
行

う
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

◆
こ
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
手

軽
に
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

・
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
に
参
加
し
て
い

る
複
数
の
地
方
公
共
団
体
へ
、

ま
と
め
て
申
告
が
で
き
ま
す
。

・
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
に
対
応
し
た
市

販
の
税
務
・
会
計
ソ
フ
ト
を
利

用
し
て
申
告
が
で
き
ま
す
。

・
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
無
料
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

「P
C
desk

」を
取
得
し
、
簡
単

に
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

◆
電
子
証
明
書
に
つ
い
て

納
税
者
本
人
が
申
告
な
ど
を
す

る
と
き
は
納
税
者
本
人
の
電
子
証

明
書
、
税
理
士
な
ど
が
納
税
者
に

代
わ
っ
て
申
告
等
を
す
る
と
き
は

税
理
士
な
ど
の
電
子
証
明
書（
納

税
者
本
人
の
電
子
証
明
書
は
不

要
）が
必
要
に
な
り
ま
す
。

詳
細
は
、
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.eltax

.jp/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

国
税
の
申
告
は
イ
ー
タ
ッ
ク
ス

が
便
利
で
す

国
税
は
、「
イ
ー
タ
ッ
ク
ス

（e-T
a
x

）」を
利
用
し
て
電
子
申

告
が
で
き
ま
す
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
、

手
軽
に
申
告
、
申
請
・
届
出
な

ど
が
で
き
ま
す
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

や
Ａ
Ｔ
Ｍ
な
ど
を
利
用
し
て
納

税
が
で
き
ま
す
。

詳
細
は
、
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ(h

ttp
://w

w
w
.e-

ta
x.n
ta
.g
o
.jp
/)

を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

○
エ
ル
タ
ッ
ク
ス　

税
務
収
納
課

　

☎
66
◆

1
1
1
6

○
イ
ー
タ
ッ
ク
ス　

豊
橋
税
務
署

　

☎
0
5
3
2
◆

52
◆

6
2
0
1

　

※
自
動
音
声
案
内
で
す
。
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Ａ税理士

Ｂ社

Ｃさん

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

地方税総合窓口 Ｂ市

Ｃ市

Ａ県

12
月
14
日
か
ら
市
税
の
電
子
申
告
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

税
務
収
納
課 

☎
66
◆
1
1
1
6


